
処分基準（公表用）               様式第４号 
所管部（局）・課 県民環境部・循環型社会推進課   

法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 法令番号 昭和４５年法律第１３７号 

手続名 排出事業者等に対する措置命令 根拠条項 第１９条の６第１項 

処 

分 

基 

準 

１ 処分の基準 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１９条の６第１項 

 

※法第１９条の６ 

前条第一項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該 

当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者（当該産業廃棄物が中間処理産 

業廃棄物である場合にあっては当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業 

者及び中間処理業者とし、当該収集、運搬又は処分が第十五条の四の三第一項の認定を受けた者の委託に係る収集、運搬又は処分 

である場合にあっては当該産業廃棄物に係る事業者及び当該認定を受けた者とし、処分者等を除く。以下「排出事業者等」という。） 

に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置 

は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。 

一  処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによっては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じ 

ても十分でないとき。 

二  排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知 

り、又は知ることができたときその他第十二条第七項、第十二条の二第七項及び第十五条の四の三第三項において準用する第九 

条の九第九項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。 

 

２ （略） 
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１ 聴聞の実施 

○2  弁明の機会の付与 

処理

機関 
循環型社会推進課 

交付

機関 
循環型社会推進課 
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